
納税準備貯金規定 

 
１．～４（省略） 

 

５．（貯金の払戻し） 

（1） この貯金は、貯金者（または同居の親族）の租税納付にあてる場合にかぎり払戻しができます。 

ただし、災害その他の事由で、当組合がやむをえないと認めたときは租税納付以外の目的でも払 

戻しができます。 

（2） この貯金を払戻すときは、当組合所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して、通帳と 

ともに当店に提出してください。 

（3） 前項の払戻しの手続に加え、当該貯金の払戻しを受けることについて正当な権限を有すること 

を確認するため当組合所定の本人確認資料の提示等の手続を求めることがあります。この場合、 

当組合が必要と認めるときは、この確認ができるまでは払戻しを行いません。 

（4） 租税納付のためにこの貯金を払戻すときは、同時に納付書、納税告知書、その他租税納付に必 

要な書類を提出してください。この場合、当店は直ちに租税納付の手続をします。(削除) 

 

 

（5） この貯金口座から租税の自動支払いをするときは、あらかじめ当組合所定の手続をしてくださ 

い。なお、同日に数件の支払いをする場合に、その総額が貯金残高をこえるときは、そのいずれ 

を支払うかは当組合の任意とします。 

 

６.（利 息） 

（1）この貯金の利息は、毎日の最終残高（受入れた証券類の金額は決済されるまでこの残高から除 

きます。）１，０００円以上について付利単位を１００円として、毎年２月と８月の当組合所定 

の日に、店頭に表示する毎日の納税準備貯金の利率によって計算のうえこの貯金に組入れます。 

（2）租税納付以外の目的でこの貯金を払戻した場合および第１４条第３項の規定によりこの貯金を 

解約した場合、その払戻日が属する利息計算期間中の利息は、店頭に表示する毎日の普通貯金の 

利率によって計算します。 

（3）前２項の利率は金融情勢に応じて変更します。 

（4）この利息には第２項の場合を除き所得税はかかりません。 

 

７.～９（省略） 

 

10．（印鑑照合等） 

払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相

違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があっても

そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。なお、貯金者が個人である場合に

は、盗取された通帳を用いて行われた不正な払戻しの額に相当する金額について、次条により補て

んを請求することができます。 

 

【改正後】 

納税準備貯金規定 

 
１．～４（省略） 

 

５．（貯金の払戻し） 

（1） この貯金は、貯金者（または同居の親族）の租税納付にあてる場合にかぎり払戻しができます。 

ただし、災害その他の事由で、当組合がやむをえないと認めたときは租税納付以外の目的でも払 

戻しができます。 

（2） この貯金を払戻すときは、当組合所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して、通帳と 

ともに当店に提出してください。 

（3） 前項の払戻しの手続に加え、当該貯金の払戻しを受けることについて正当な権限を有すること 

を確認するため当組合所定の本人確認資料の提示等の手続を求めることがあります。この場合、 

当組合が必要と認めるときは、この確認ができるまでは払戻しを行いません。 

（4） 租税納付のためにこの貯金を払戻すときは、同時に納付書、納税告知書、その他租税納付に必 

要な書類を提出してください。この場合、当店は直ちに租税納付の手続をします。ただし、当店 

で取扱うことのできない租税については納付先宛の組合振出小切手を渡しますので、それによ 

り納付してください。 

（5） この貯金口座から租税の自動支払いをするときは、あらかじめ当組合所定の手続をしてくださ 

い。なお、同日に数件の支払いをする場合に、その総額が貯金残高をこえるときは、そのいずれ 

を支払うかは当組合の任意とします。 

 

６.（利 息） 

（1）この貯金の利息は、毎日の最終残高（受入れた証券類の金額は決済されるまでこの残高から除 

きます。）１，０００円以上について付利単位を１００円として、毎年２月と８月の当組合所定 

の日に、店頭に表示する毎日の納税準備貯金の利率によって計算のうえこの貯金に組入れます。 

（2）租税納付以外の目的でこの貯金を払戻した場合および第１３条第３項の規定によりこの貯金を 

解約した場合、その払戻日が属する利息計算期間中の利息は、店頭に表示する毎日の普通貯金の 

利率によって計算します。 

（3）前２項の利率は金融情勢に応じて変更します。 

（4）この利息には第２項の場合を除き所得税はかかりません。 

 

７.～９（省略） 

 

10．（印鑑照合等） 

払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相

違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があっても

そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。なお、貯金者が個人である場合に

は、盗取された通帳を用いて行われた不正な払戻しの額に相当する金額について、第 11 条により

補てんを請求することができます。 

 

【改正前】 



11.（盗難通帳による払戻し等） 

（1）貯金者が個人の場合であって、盗取された通帳を用いて行われた不正な払戻し（以下、本条に 

おいて「当該払戻し」といいます。）については、次の各号のすべてに該当する場合、貯金者は当 

組合に対して当該払戻しの額に相当する金額およびこれに付帯する約定利息ならびに手数料に相 

当する金額の補てんを請求することができます。 

① 通帳の盗難に気づいてからすみやかに、当組合への通知が行われていること 

② 当組合の調査に対し、貯金者より十分な説明が行われていること 

③ 当組合に対し、捜査機関に被害届を提出していることその他の盗取されたことが推測され

る事実を確認できるものを示していること 

(2) 前項の請求がなされた場合、当該払戻しが貯金者の故意による場合を除き、当組合は、当組合 

へ通知が行われた日の 30日（ただし、当組合に通知することができないやむをえない事情があ 

ることを貯金者が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。） 

前の日以降になされた払戻しの額に相当する金額およびこれに付帯する約定利息ならびに手数 

料に相当する金額（以下、「補てん対象額」といいます。）を前条本文にかかわらず補てんす 

るものとします。ただし、当該払戻しが行われたことについて、当組合が善意かつ無過失であり、 

かつ、貯金者に過失（重過失を除く。）があることを当組合が証明した場合は、当組合は補てん 

対象額の４分の３に相当する金額を補てんするものとします。 

（3）～（7）省略 

 

12．～20（省略） 

以 上 

（令和８年４月１日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.（盗難通帳による払戻し等） 

（1）貯金者が個人の場合であって、盗取された通帳を用いて行われた不正な払戻し（以下、本条に 

おいて「当該払戻し」といいます。）については、次の各号のすべてに該当する場合、貯金者は当 

組合に対して当該払戻しの額に相当する金額およびこれに付帯する約定利息ならびに手数料に相 

当する金額の補てんを請求することができます。 

① 通帳の盗難に気づいてからすみやかに、当組合への通知が行われていること 

② 当組合の調査に対し、貯金者より十分な説明が行われていること 

③ 当組合に対し、捜査機関に被害届を提出していることその他の盗取されたことが推測され

る事実を確認できるものを示していること 

(2) 前項の請求がなされた場合、当該払戻しが貯金者の故意による場合を除き、当組合は、当組合 

へ通知が行われた日の 30日（ただし、当組合に通知することができないやむをえない事情があ 

ることを貯金者が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。） 

前の日以降になされた払戻しの額に相当する金額およびこれに付帯する約定利息ならびに手数 

料に相当する金額（以下、「補てん対象額」といいます。）を第 10条本文にかかわらず補てんす 

るものとします。ただし、当該払戻しが行われたことについて、当組合が善意かつ無過失であり、 

かつ、貯金者に過失（重過失を除く。）があることを当組合が証明した場合は、当組合は補てん 

対象額の４分の３に相当する金額を補てんするものとします。 

（3）～（7）省略 

 

12．～20（省略） 

以 上 

（令和４年４月１日現在） 

 


